
「個人」と「団体」の違いについて

趣味のグループ、習い事、部活、サークル、学校、会社等の複数人単位で施設を利用され

る場合は「団体」として、それ以外の個人利用の場合は「個人」として利用者登録をする

ことができます。「団体」登録の場合は、代表者の情報のほかに、「団体名」および「連絡

先（代表者以外の方）」の登録が可能です。

「個人」と「団体」いずれの場合も、予約受付期間や利用料金に違いはありません。

ただし、マイナンバーカードを利用して新規利用者(ID)登録する場合は、ひとつの ID

の登録しかできません。


